
一

各
機

関
共
通

機
関 号

外

七�
平

成
二
十
五
年

四

月

一

日

２

災
害
対
策

に
関
す
る
重

１

全
職
員

職
員

防
災
服
Ｂ(

上

・
下)

ベ
ル
ト
Ａ

防
災
服
Ａ(

上

・
下)

帽
子
Ａ

保
護
帽

貸
与
品
目

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
本

一
着

一
個

一
個
貸
与
数
量

別
に
定
め

る
期
間

別
に
定
め

る
期
間

別
に
定
め

る
期
間

別
に
定
め

る
期
間

別
に
定
め

る
期
間

貸
与
期
間

夏
用
・
冬
用
の

貸
与
対
象
職
員

別
に
定
め
る
職

員
を
除
く
。

別
に
定
め
る
職

員
を
除
く
。

別
に
定
め
る
職

員
を
除
く
。

備
考

目

次

規

則

○
岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

職
員
厚
生
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
職
員
保
健
審
査
会
規
則

(

同

)

一
二

告

示

○
岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

職
員
厚
生
課)

一
三

訓

令

甲

○
岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
職
員
厚
生
課)

一
四

規

則

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
号

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表(

第
三
条
関
係)

� � ��������� � � � � � � � �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日



６

警
備
員

５

特
殊
自
動

車
運
転
士

４

普
通
自
動

車
運
転
士

３

栄
養
士

(

保
健
所
の

栄
養
士
を
除

く
。)

要
な
事
務
に

従
事
す
る
職

員

ネ
ク
タ
イ

半
袖
開
襟
シ
ャ

ツ 警
備
員
服(

上

・
下)

警
備
員
帽

地
下
足
袋

作
業
服(

上
・

下) 運
転
士
帽

作
業
服(
上
・

下) 予
防
衣

ベ
ル
ト
Ｂ

帽
子
Ｂ

夏
用
・
冬
用

各
一
本

夏
用
二
着

冬
用
一
着

(

新
規
採
用

の
年
に
限
り

二
着)

夏
用(

下)

一
着

夏
用(

上)

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
個

一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
個

一
着

二
着

一
本

一
個

一
年

二
年

二
年(

新

規
採
用
の

年
に
貸
与

さ
れ
た
被

服
に
限
り

四
年)

二
年

四
年

三
年
一
年

二
年
二
年

一
年

一
年

別
に
定
め

る
期
間

別
に
定
め

る
期
間

は
、
別
に
定
め

る
。

四

環
境

生
活
部

廃
棄
物

対
策
課

三

総
務

部
管
財

課
二

消
防

課

１

産
業
廃
棄

物
に
関
す
る

業
務
を
担
当

し
、
現
場
業

務
に
従
事
す

る
職
員
及
び

不
適
正
処
理

に
関
す
る
現

場
立
入
調
査

業
務
に
従
事

す
る
職
員

１

中
央
制
御

室
に
お
い
て

県
庁
舎
の
保

守
及
び
管
理

業
務
に
従
事

す
る
職
員

１

現
場
立
入

調
査
業
務
に

従
事
す
る
職

員
８

炊
事
に
従

事
す
る
職
員

７

用
務
員
、

洗
濯
員
、
ボ

イ
ラ
ー
技
師
、

電
気
手
、
営

繕
手
及
び
こ

れ
ら
に
類
似

の
業
務
に
従

事
す
る
職
員

作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下) 安
全
靴

作
業
服(

上
・

下) 長
靴

前
掛

炊
事
服(

上
・

下) 炊
事
帽

作
業
服(

上
・

下)

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着

二
足

四
枚

三
着

一
個

一
着

三
年

二
年

三
年

三
年

一
年

一
年

一
年

一
年

一
年
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十
二

林

政
部
林

十
一

農

政
部
農

業
経
営

課
十

商
工

労
働
部

岐
阜
地

域
産
業

労
働
室

九

商
工

労
働
部

商
工
政

策
課

八

健
康

福
祉
部

薬
務
水

道
課

七

環
境

生
活
部

岐
阜
地

域
環
境

室
六

環
境

生
活
部

自
然
環

境
保
全

課
五

環
境

生
活
部

環
境
管

理
課

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

１

農
業
改
良

の
普
及
業
務

に
従
事
す
る

職
員

１

現
場
立
入

調
査
業
務
に

従
事
す
る
職

員
１

現
場
立
入

調
査
業
務
に

従
事
す
る
職

員
１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

１

自
然
公
園

及
び
鳥
獣
保

護
に
関
す
る

業
務
を
担
当

す
る
職
員

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

技
術
職
員

作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下) 安
全
靴

作
業
服(

上
・

下) 安
全
靴

作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下) 長
靴
又
は
安
全

靴 防
寒
服

作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下)

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着

一
足
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着

一
着

三
年

二
年

三
年

二
年
三
年

三
年

三
年

三
年
三
年

二
年

三
年

三
年

担
当
ご
と
に
長

靴
又
は
安
全
靴

の
い
ず
れ
か
と

す
る
。

二
十

都

市
建
築

部
街
路

公
園
課
、

十
九

県

土
整
備

部
河
川

課
十
八

県

土
整
備

部
技
術

検
査
課

十
七

県

土
整
備

部
建
設

政
策
課

十
六

林

政
部
治

山
課

十
五

林

政
部
森

林
整
備

課
十
四

林

政
部
県

産
材
流

通
課

十
三

林

政
部
恵

み
の
森

づ
く
り

推
進
課

政
課

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

技
術
職
員

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

２

現
業
的
業

務
に
従
事
す

る
技
術
職
員

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

技
術
職
員

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

職
員

作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下)

一
着

一
着

一
着

一
着

一
着

一
着

一
着

一
着

一
着

三
年

二
年

三
年

三
年

三
年

一
年

三
年

三
年

三
年

地
下
水
位
観
測

に
従
事
す
る
職

員
に
限
る
。
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二
十
四

振
興
局

二
十
三

自
動
車

税
事
務

所
及
び

飛�
県

税
事
務

所
自
動

車
税
出

張
所

二
十
二

県
税
事

務
所

二
十
一

都
市
建

築
部
公

共
建
築

住
宅
課

下
水
道

課
、
建

築
指
導

課
及
び

水
道
企

業
課

２

環
境
課
の

職
員
で
現
場

１

振
興
課
の

職
員
で
現
場

立
入
調
査
業

務
に
従
事
す

る
も
の

１

納
税
証
明

書
の
発
行
業

務
又
は
申
告

書
の
受
付
業

務
に
専
ら
従

事
す
る
職
員

２

軽
油
調
査

の
業
務
に
従

事
す
る
職
員

１

不
動
産
評

価
の
業
務
に

従
事
す
る
職

員
１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

作
業
服(

上
・

下) 安
全
靴

作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上)

予
防
衣

作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(
上
・

下) 安
全
靴

防
寒
服

作
業
服(

上
・

下)

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

二
年

三
年

二
年

一
年

一
年

二
年

三
年
三
年
三
年

二
年

軽
油
分
析
調
査

に
従
事
す
る
職

員
に
限
る
。

二
十
五

保
健
所

４

薬
剤
師

３

臨
床
検
査

技
師
、
衛
生

検
査
技
師
、

薬
剤
師(

理

化
学
検
査
及

び
細
菌
学
検

査
に
従
事
す

る
職
員
に
限

る
。)

及
び

こ
れ
ら
に
類

似
の
業
務
に

従
事
す
る
職

員
２

診
療
放
射

線
技
師
及
び

こ
れ
に
類
似

の
業
務
に
従

事
す
る
職
員

１

医
師

業
務
に
従
事

す
る
も
の

防
寒
服

作
業
服(

上
・

下) 予
防
衣

防
寒
服

予
防
ズ
ボ
ン

作
業
服(

上
・

下) 予
防
衣

予
防
ズ
ボ
ン

(

ス
カ
ー
ト)

予
防
衣

予
防
衣

長
靴
又
は
安
全

靴 防
寒
服

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着

一
着

一
着
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

二
着

一
足
一
着

三
年

二
年

一
年

一
年

三
年
一
年

二
年
一
年

一
年

二
年
一
年

三
年
三
年

飛�
保
健
所

環
境
衛
生
業
務

に
従
事
す
る
職

員
に
限
る
。

環
境
衛
生
業
務

に
従
事
す
る
職

員
を
除
く
。

環
境
衛
生
業
務

に
従
事
す
る
職

員
を
除
く
。

飛�
保
健
所

(

下
呂
セ
ン
タ
ー

を
含
む
。)

の

職
員
に
限
る
。

担
当
ご
と
に
長

靴
又
は
安
全
靴

の
い
ず
れ
か
と

す
る
。
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６

獣
医
師

５

細
菌
検
査
、

感
染
症
検
査

等
に
従
事
す

る
職
員
及
び

こ
れ
ら
の
補

助
業
務
に
従

事
す
る
職
員

作
業
帽

予
防
ズ
ボ
ン

(

ス
カ
ー
ト)

予
防
ス
カ
ー
ト

作
業
服(

上
・

下) 予
防
衣

予
防
衣

一
個

一
着

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着

二
着

一
着(

と
畜

検
査
又
は
食

鳥
検
査
に
従

事
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、

夏
用
・
冬
用

各
一
着)

二
着

二
年

一
年

一
年

二
年

一
年

一
年

一
年

一
年

と
畜
検
査
又
は

食
鳥
検
査
に
従

と
畜
検
査
又
は

食
鳥
検
査
に
従

事
す
る
職
員
に

限
る
。

環
境
衛
生
業
務

に
従
事
す
る
女

性
職
員
に
限
る
。

環
境
衛
生
業
務

に
従
事
す
る
男

性
職
員
に
限
る
。

環
境
衛
生
業
務

に
従
事
す
る
職

員
を
除
く
。

環
境
衛
生
業
務

に
従
事
す
る
女

性
職
員
に
限
る
。

環
境
衛
生
業
務

に
従
事
す
る
職

員
を
除
く
。

(

下
呂
セ
ン
タ
ー

を
含
む
。)

の

職
員
に
限
る
。

10

衛
生
技
術

員
９

保
健
師
及

び
保
健
指
導

員
８

栄
養
士

７

食
品
衛
生

監
視
員(

薬

剤
師
及
び
獣

医
師
を
除
く
。)

革
手
袋

長
靴

作
業
服(

上
・

下) 訪
問
ス
カ
ー
ト

(

ズ
ボ
ン)

訪
問
衣

エ
プ
ロ
ン(

か

つ
ぽ
う
式
又
は

サ
ロ
ン
式)

予
防
衣

作
業
服(

上
・

下) 予
防
衣

防
寒
服

長
靴

ゴ
ム
製
前
掛

一
対
一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着
二
着

一
着
一
着

一
着

一
足

一
枚

一
年
一
年

一
年

二
年

二
年

一
年
一
年

二
年
二
年

三
年

一
年

一
年

か
つ
ぽ
う
式
又

は
サ
ロ
ン
式
の

い
ず
れ
か
と
す

る
。

飛�
保
健
所

(

下
呂
セ
ン
タ
ー

を
含
む
。)

の

環
境
衛
生
業
務

に
従
事
す
る
職

員
に
限
る
。

と
畜
検
査
又
は

食
鳥
検
査
に
従

事
す
る
職
員
に

限
る
。

と
畜
検
査
又
は

食
鳥
検
査
に
従

事
す
る
職
員
に

限
る
。

事
す
る
職
員
に

限
る
。
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二
十
六

保
健
環

境
研
究

所

３

細
菌
検
査

に
従
事
す
る

職
員
及
び
そ

の
補
助
業
務

に
従
事
す
る

職
員

２

理
化
学
試

験
に
従
事
す

る
職
員
及
び

そ
の
補
助
業

務
に
従
事
す

る
職
員

１

薬
剤
師
、

診
療
放
射
線

技
師
及
び
こ

れ
ら
に
類
似

の
業
務
に
従

事
す
る
職
員

予
防
ズ
ボ
ン

予
防
衣

予
防
ズ
ボ
ン

作
業
服(

上
・

下) 予
防
衣

予
防
衣

防
寒
服

雨
具

一
着

二
着

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

二
着(

環
境

及
び
放
射
能

に
関
す
る
業

務
に
従
事
す

る
職
員
に
あ

つ
て
は
、
一

着) 二
着

一
着

一
着

一
年

一
年

二
年

一
年

一
年

一
年

三
年

一
年

環
境
及
び
放
射

能
に
関
す
る
業

務
に
従
事
す
る

職
員
に
限
る
。

環
境
及
び
放
射

能
に
関
す
る
業

務
に
従
事
す
る

職
員
で
、
理
化

学
試
験
に
従
事

す
る
も
の
に
限

る
。

飛�
保
健
所

(

下
呂
セ
ン
タ
ー

を
含
む
。)

の

職
員
に
限
る
。

二
十
七

衛
生
専

門
学
校
、

看
護
専

門
学
校

及
び
精

神
保
健

福
祉
セ

ン
タ
ー

４

常
時
患
者

に
接
す
る
業

務
に
従
事
す

る
職
員

３

助
産
師
、

看
護
師
、
准

看
護
師
、
看

護
助
手
及
び

歯
科
衛
生
士

２

薬
剤
師
、

臨
床
検
査
技

師
、
衛
生
検

査
技
師
、
診

療
放
射
線
技

師
、
理
学
療

法
士
、
作
業

療
法
士
、
歯

科
技
工
士
、

言
語
訓
練
指

導
員
及
び
医

療
助
手

１

医
師
及
び

歯
科
医
師

運
動
靴

ス
ポ
ー
ツ
ウ
ェ

ア(

上
・
下)

予
防
衣

靴 予
防
ズ
ボ
ン

予
防
衣

看
護
衣

予
防
ズ
ボ
ン

(

ス
カ
ー
ト)

予
防
衣

運
動
靴

ス
ポ
ー
ツ
ウ
ェ

ア(

上
・
下)

予
防
衣

一
足

一
着
一
着
二
足

二
着
二
着
二
着

一
着
三
着

一
足

一
着

二
着(

病
院

に
あ
つ
て
は
、

三
着)

一
年

二
年
一
年
一
年

一
年
一
年
一
年

一
年
一
年

一
年

二
年

一
年

精
神
保
健
福
祉

精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
の
デ

イ
・
ケ
ア
部
門

の
職
員
に
限
る
。

男
性
職
員
に
限

る
。

精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
の
デ

イ
・
ケ
ア
部
門

の
職
員
に
限
る
。

精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
の
デ

イ
・
ケ
ア
部
門

の
職
員
に
限
る
。
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三
十

知

的
障
害

者
更
生

相
談
所
、

希
望
が

丘
学
園

及
び
わ

か
あ
ゆ

学
園

二
十
九

身
体
障

害
者
更

生
相
談

所
二
十
八

食
肉
衛

生
検
査

所

２

保
育
士

１

医
師
及
び

薬
剤
師

１

相
談
判
定

課
の
相
談
判

定
に
関
す
る

業
務
を
担
当

す
る
職
員
で

補
装
具
の
修

理
に
従
事
す

る
も
の

２

薬
剤
師
及

び
理
化
学
試

験
に
従
事
す

る
職
員

１

獣
医
師

ト
レ
パ
ン

半
袖
シ
ャ
ツ

長
袖
シ
ャ
ツ

靴 予
防
衣

予
防
衣

作
業
服(

上
・

下) 予
防
ズ
ボ
ン

予
防
衣

長
靴
ゴ
ム
製
前
掛

作
業
帽

予
防
ズ
ボ
ン

(

ス
カ
ー
ト)

予
防
衣

一
着

一
着

一
着
二
足
二
着

二
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着
二
着
二
足
二
枚
一
個

二
着

夏
用
・
冬
用

各
三
着

一
年

一
年

一
年
一
年
一
年

一
年

二
年

一
年
一
年
一
年
一
年
二
年

一
年

一
年

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

セ
ン
タ
ー
の
デ

イ
・
ケ
ア
部
門

の
職
員
に
限
る
。

７

児
童
自
立

支
援
専
門
員
、

６

児
童
指
導

員
５

看
護
師
、

准
看
護
師
及

び
看
護
助
手

４

診
療
放
射

線
技
師

３

理
学
療
法

士
、
作
業
療

法
士
、
言
語

聴
覚
士
及
び

物
理
療
法
技

術
員

ス
ポ
ー
ツ
ウ
ェ

ア(

上
・
下)

ス
ポ
ー
ツ
ウ
ェ

ア(

上
・
下)

シ
ョ
ー
ト
パ
ン

ツ ト
レ
パ
ン

半
袖
シ
ャ
ツ

長
袖
シ
ャ
ツ

靴 予
防
衣

看
護
衣

予
防
ズ
ボ
ン

予
防
衣

運
動
靴

予
防
ズ
ボ
ン

シ
ャ
ツ

ト
レ
パ
ン

予
防
衣

シ
ョ
ー
ト
パ
ン

ツ

一
着

一
着

一
着

一
着

一
着

一
着
二
足
三
着
二
着

一
着

二
着

二
足

二
着

二
着

一
着

二
着

一
着

二
年

二
年

一
年

一
年

一
年

一
年
一
年
一
年
一
年

一
年

一
年

一
年

一
年

一
年

一
年

一
年

一
年

わ
か
あ
ゆ
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。

希
望
が
丘
学
園

の
職
員
に
限
る
。
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三
十
三

工
業
技

術
研
究

所
、
産

業
技
術

セ
ン
タ

ー
、
情

報
技
術

研
究
所
、

セ
ラ
ミ
ッ

ク
ス
研

究
所
及

び
生
活

技
術
研

究
所

三
十
二

計
量
検

定
所

三
十
一

子
ど
も

相
談
セ

ン
タ
ー

２

現
業
的
業

務
に
従
事
す

１

試
験
研
究

業
務
に
従
事

す
る
職
員

１

計
量
器
の

検
定
業
務
に

従
事
す
る
職

員
１

保
育
士
等

で
、
直
接
児

童
の
指
導
に

当
た
る
こ
と

を
本
務
と
す

る
も
の

児
童
生
活
支

援
員
及
び
セ

ラ
ピ
ス
ト
で
、

直
接
児
童
の

指
導
に
当
た

る
こ
と
を
本

務
と
す
る
も

の

作
業
服(

上
・

下) 防
寒
服

安
全
靴

予
防
衣

安
全
靴

作
業
服(

上
・

下) 靴 ス
ポ
ー
ツ
ウ
ェ

ア(

上
・
下)

長
靴

運
動
靴

夏
用
・
冬
用

各
一
着(

新

一
着

一
足

一
着

二
着

一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着

二
足

一
着

一
足

一
足

一
年(

新

規
採
用
の

三
年

三
年

一
年

一
年

三
年

一
年

一
年

二
年

三
年

二
年

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス

研
究
所
研
究
開

発
部
の
成
形
及

び
原
料
調
整
に

従
事
す
る
職
員

に
限
る
。

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス

研
究
所
の
職
員

に
限
る
。

理
化
学
試
験
に

従
事
す
る
職
員

を
除
く
。

理
化
学
試
験
に

従
事
す
る
職
員

に
限
る
。

わ
か
あ
ゆ
学
園

の
職
員
に
限
る
。

わ
か
あ
ゆ
学
園

の
職
員
に
限
る
。

三
十
五

農
林
事

務
所

三
十
四

国
際
た

く
み
ア

カ
デ
ミ

ー
及
び

木
工
芸

術
ス
ク

ー
ル

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員(

農
業

改
良
普
及
業

務
に
従
事
す

る
職
員
を
除

く
。)

１

職
業
訓
練

指
導
員

３

試
験
研
究

業
務
に
立
会

す
る
職
員

る
職
員

長
靴

作
業
服(

上
・

下) 防
寒
服

安
全
靴

指
導
員
服(

上

・
下)

作
業
服(

上
・

下) 安
全
靴

長
靴

一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着

一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着

一
足

一
足

規
採
用
の
年

に
限
り
各
二

着)

二
年

三
年

二
年

三
年

二
年

一
年

二
年

三
年

一
年

年
に
貸
与

さ
れ
た
被

服
に
限
り

二
年)

畜
産
に
関
す
る

業
務
を
担
当
す

農
務
に
関
す
る

業
務
を
担
当
す

る
職
員
に
限
る
。

農
務
に
関
す
る

業
務
を
担
当
す

る
職
員
を
除
く
。

建
築
科
、
訓
練

第
一
課
、
訓
練

第
二
課
及
び
訓

練
課
の
職
員
に

限
る
。

職
業
訓
練
指
導

業
務
に
従
事
す

る
職
員
に
限
る
。

工
業
技
術
研
究

所
の
職
員
及
び

生
活
技
術
研
究

所
の
木
工
機
械

操
作
に
従
事
す

る
職
員
に
限
る
。

産
業
技
術
セ
ン

タ
ー
の
抄
紙
作

業
に
従
事
す
る

職
員
に
限
る
。
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三
十
六

農
業
技

術
セ
ン

タ
ー
及

び
中
山

間
農
業

研
究
所

１

試
験
研
究

業
務
に
従
事

す
る
職
員

３

農
業
改
良

の
普
及
業
務

に
従
事
す
る

職
員

２

用
地
業
務

に
従
事
す
る

職
員

防
寒
服

長
靴

作
業
服(

上
・

下) 予
防
衣

防
寒
服

作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(
上
・

下) 防
寒
服

長
靴
又
は
安
全

靴

一
着
一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着(

新

規
採
用
又
は

異
動
に
よ
る

職
種
変
更
の

年
に
限
り
各

二
着)

一
着
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着

一
足

三
年
一
年

一
年(

新

規
採
用
又

は
異
動
に

よ
る
職
種

変
更
の
年

に
貸
与
さ

れ
た
被
服

に
限
り
二

年) 一
年
三
年

二
年

二
年

三
年

三
年

農
業
技
術
セ
ン

タ
ー
作
物
部
、

花
き
部
及
び
野

菜
・
果
樹
部
の

職
員
に
限
る
。

農
務
又
は
畜
産

に
関
す
る
業
務

を
担
当
す
る
職

員
を
除
く
。

担
当
ご
と
に
長

靴
又
は
安
全
靴

の
い
ず
れ
か
と

す
る(

畜
産
に

関
す
る
業
務
を

担
当
す
る
職
員

を
除
く
。)

。

る
職
員
に
限
る
。

２

農
業
技
手

防
寒
長
靴

防
寒
服

防
除
用
マ
ス
ク

防
除
衣

帽
子
長
靴
地
下
足
袋

作
業
服(

上
・

下) 防
寒
長
靴

一
足

一
着

二
個

一
着
一
個
一
足
一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着(

新

規
採
用
又
は

異
動
に
よ
る

職
種
変
更
の

年
に
限
り
各

二
着)

一
足

二
年

二
年

三
年

一
年

一
年
三
年
一
年
一
年

一
年(

新

規
採
用
又

は
異
動
に

よ
る
職
種

変
更
の
年

に
貸
与
さ

れ
た
被
服

に
限
り
二

年) 二
年

二
年

中
山
間
農
業
研

究
所
の
職
員
に

限
る
。

中
山
間
農
業
研

究
所
の
職
員
に

限
る
。

中
山
間
農
業
研

究
所
の
職
員
を

除
く
。

農
薬
の
散
布
作

業
に
従
事
す
る

職
員
に
限
る
。

農
薬
の
散
布
作

業
に
従
事
す
る

職
員
に
限
る
。

中
山
間
農
業
研

究
所
の
職
員
に

限
る
。

中
山
間
農
業
研

究
所
の
職
員
に

限
る
。
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三
十
八

河
川
環

境
研
究

所
三
十
七

畜
産
研

究
所

２

水
産
技
手

１

試
験
研
究

業
務
に
従
事

す
る
職
員

２

農
業
技
手

１

試
験
研
究

業
務
に
従
事

す
る
職
員

作
業
服(

上
・

下) 長
靴
防
寒
長
靴

防
寒
服

作
業
服(

下)

作
業
服(

上)

長
靴
防
寒
服

作
業
服(

上
下

つ
な
ぎ)

作
業
服(

上
・

下) 防
寒
服

長
靴

作
業
服(

上
下

つ
な
ぎ)

作
業
服(

上
・

下) 予
防
衣

夏
用
・
冬
用

各
一
着(

新

規
採
用
又
は

異
動
に
よ
る

一
足
一
足
一
着

一
着(

隔
年

で
二
着)

一
着
二
足
一
着

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着
一
足

一
着

一
着

一
着

一
年(

新

規
採
用
又

は
異
動
に

よ
る
職
種

二
年
二
年
三
年

一
年
二
年
一
年
三
年

一
年

一
年

三
年
一
年

一
年

一
年

一
年

二
年

飛�
牛
研
究
部

及
び
酪
農
研
究

部
の
職
員
に
限

る
。

飛�
牛
研
究
部

及
び
養
鶏
研
究

部
の
職
員
に
限

る
。

酪
農
研
究
部
及

び
養
豚
研
究
部

の
職
員
に
限
る
。

四
十

農

業
大
学

校
三
十
九

病
害
虫

防
除
所

２

農
業
技
手

１

農
業
教
育

訓
練
業
務
に

従
事
す
る
職

員
１

病
害
虫
防

除
業
務
に
従

事
す
る
職
員

防
除
衣

帽
子

長
靴

作
業
服(

上
下

つ
な
ぎ)

作
業
服(

上
・

下) 長
靴

予
防
衣

作
業
服(

上
下

つ
な
ぎ)

作
業
服(

上
・

下) 長
靴

作
業
服(

上
・

下) 長
靴

一
着

一
個

一
足

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着(

新

規
採
用
又
は

異
動
に
よ
る

職
種
変
更
の

年
に
限
り
各

二
着)

一
足

一
着

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足

職
種
変
更
の

年
に
限
り
各

二
着)

二
年

三
年

一
年

二
年

一
年(

新

規
採
用
又

は
異
動
に

よ
る
職
種

変
更
の
年

に
貸
与
さ

れ
た
被
服

に
限
り
二

年) 一
年

二
年

二
年

二
年

二
年

二
年

一
年

変
更
の
年

に
貸
与
さ

れ
た
被
服

に
限
り
二

年)

農
薬
の
散
布
作

業
に
従
事
す
る

職
員
に
限
る
。

畜
産
指
導
課
の

職
員
に
限
る
。

畜
産
指
導
課
の

職
員
に
限
る
。

畜
産
指
導
課
の

職
員
に
限
る
。
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四
十
四

森
林
文

化
ア
カ

デ
ミ
ー

四
十
三

森
林
研

究
所

四
十
二

家
畜
保

健
衛
生

所
四
十
一

国
際
園

芸
ア
カ

デ
ミ
ー

１

林
業
教
育

訓
練
業
務
に

従
事
す
る
職

員
２

林
業
普
及

指
導
業
務
に

従
事
す
る
職

員
１

試
験
研
究

業
務
に
従
事

す
る
職
員

１

獣
医
師

２

農
業
技
手

１

農
業
教
育

訓
練
業
務
に

従
事
す
る
職

員

作
業
服(

上
・

下) 防
寒
服

長
靴

作
業
服(

上
・

下) 作
業
服(

上
・

下) 長
靴

防
寒
服

作
業
服(

上
・

下) 予
防
衣(
上
下

つ
な
ぎ)

予
防
衣

防
除
衣

帽
子

長
靴

作
業
服(

上
・

下) 長
靴

作
業
服(

上
・

下)

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着

一
足

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足

一
着

一
着

一
着

一
着

一
着

一
個

一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足

夏
用
・
冬
用

各
一
着

二
年

三
年

三
年

一
年

二
年

一
年

三
年

一
年

一
年

一
年

二
年

三
年

一
年

一
年

一
年

二
年

東
濃
家
畜
保
健

衛
生
所
及
び
飛

�
家
畜
保
健
衛

生
所
の
職
員
に

限
る
。

四
十
八

長
良
川

上
流
河

川
開
発

四
十
七

犀
川
管

理
事
務

所
四
十
六

東
海
環

状
自
動

車
道
事

務
所

四
十
五

土
木
事

務
所

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員
及
び
用

地
業
務
に
従

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

技
術
職
員
及

び
用
地
業
務

に
従
事
す
る

職
員

２

土
木
技
手

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

技
術
職
員
並

び
に
総
務
課
、

施
設
管
理
課
、

用
地
課
及
び

公
有
地
化
推

進
課
の
職
員

防
寒
服

作
業
服(

上
・

下) 防
寒
服

作
業
服(

上
・

下) 長
靴
又
は
安
全

靴 防
寒
服

作
業
服(

上
・

下) 安
全
靴

長
靴
雨
ガ
ッ
パ

防
寒
服

作
業
服(

上
・

下) 長
靴
又
は
安
全

靴 防
寒
服

作
業
服(

上
・

下)

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足
一
足
一
着
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

三
年

二
年

三
年

一
年

三
年
三
年

三
年
二
年
一
年
二
年
二
年

一
年

三
年

三
年

二
年

担
当
ご
と
に
長

靴
又
は
安
全
靴

の
い
ず
れ
か
と

す
る
。

担
当
ご
と
に
長

靴
又
は
安
全
靴

の
い
ず
れ
か
と

す
る
。

管
理
調
整
業
務

又
は
契
約
業
務

に
従
事
す
る
職

員
を
除
く
。

管
理
調
整
業
務

又
は
契
約
業
務

に
従
事
す
る
職

員
を
除
く
。
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五
十
二

建
築
事

務
所

五
十
一

流
域
浄

水
事
務

所
五
十

岐

阜
駅
周

辺
鉄
道

高
架
工

事
事
務

所
四
十
九

リ
ニ
ア

推
進
事

務
所

工
事
事

務
所
及

び
宮
川

上
流
河

川
開
発

工
事
事

務
所

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

２

水
質
検
査

業
務
に
従
事

す
る
職
員

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員
及
び
用

地
業
務
に
従

事
す
る
職
員

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

１

現
場
業
務

に
従
事
す
る

職
員

事
す
る
職
員

作
業
服(

上
・

下) 長
靴
予
防
衣

長
靴
又
は
安
全

靴 防
寒
服

作
業
服(

上
・

下) 長
靴
防
寒
服

作
業
服(

上
・

下) 長
靴

防
寒
服

作
業
服(

上
・

下) 長
靴
又
は
安
全

靴

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足
二
着

一
足
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足

二
年

二
年
一
年

三
年
三
年

二
年

三
年
三
年

二
年

三
年

三
年

二
年

三
年

担
当
ご
と
に
長

靴
又
は
安
全
靴

の
い
ず
れ
か
と

す
る
。

管
理
調
整
業
務

に
従
事
す
る
職

員
を
除
く
。

管
理
調
整
業
務

に
従
事
す
る
職

員
を
除
く
。

管
理
調
整
業
務

に
従
事
す
る
職

員
を
除
く
。

担
当
ご
と
に
長

靴
又
は
安
全
靴

の
い
ず
れ
か
と

す
る
。

安
全
靴

防
寒
服

一
足
一
着

三
年
三
年

備
考

夏
用
は
六
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
、
冬
用
は
十
月
一
日
か
ら
翌
年
五
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
保
健
審
査
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号

岐
阜
県
職
員
保
健
審
査
会
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
附
属
機
関
設
置
条
例(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
二

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
岐
阜
県
職
員
保
健
審
査
会(

以
下｢

審
査
会｣

と
い
う
。)

の
組
織
及
び
運

営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

所
掌
事
務)

第
二
条

審
査
会
は
、
労
働
安
全
衛
生
法(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
知
事
が
選
任
す
る
総
括
安
全
衛
生
管
理
者(

以
下｢

総
括
安
全
衛
生
管
理
者｣

と
い
う
。)

の
諮
問
に
応
じ
、
次
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

一

結
核
性
疾
患
又
は
一
般
疾
病(

外
科
、
産
科
等
の
一
時
的
疾
患
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。)

に
よ
る
職
員
の
健
康
管
理
区
分(

職
員
の
健
康
管
理
を
行
う
た
め
に
総
括
安
全
衛
生
管
理

者
が
別
に
定
め
る
区
分
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。)

の
決
定
又
は
変
更
そ
の
他
健
康
管
理

上
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と(

第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

。

二

精
神
疾
患(

神
経
症
、
自
律
神
経
失
調
症
等
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。)

に
よ
る
職
員

の
健
康
管
理
区
分
の
決
定
又
は
変
更
そ
の
他
健
康
管
理
上
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と(

次
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

。

三

結
核
性
疾
患
、
一
般
疾
病
又
は
精
神
疾
患
に
よ
り
休
職
中
の
職
員
の
復
職
に
関
す
る
こ
と
。
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二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

二

十

歳

未

満

年

齢

階

層

五
、
六
一
八
円

五
、
〇
〇
七
円

四
、
五
〇
三
円

最

低

限

度

額

一
三
、
六
三
四
円

一
二
、
九
三
五
円

一
二
、
九
三
五
円

最

高

限

度

額

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

(
組
織)

第
三
条

審
査
会
は
、
委
員
十
二
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
医
師
及
び
県
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

(

委
員
の
任
期)

第
四
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

会
長)

第
五
条

審
査
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
う
ち
か
ら
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
選
任
す
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
査
会
を
代
表
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
の
指
名
す
る
委
員

が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

(

会
議)

第
六
条

審
査
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
議
事
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
会

議
を
会
長
が
招
集
す
る
。

一

第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
こ
と

一
般
疾
患
審
査
会

二

第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
こ
と

精
神
疾
患
審
査
会

三

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
こ
と

復
職
審
査
会

四

第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
こ
と

特
別
審
査
会

２

前
項
各
号
に
定
め
る
会
議
に
出
席
す
べ
き
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

３

第
一
項
各
号
に
定
め
る
会
議
は
、
当
該
会
議
に
出
席
す
べ
き
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

審
査
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

５

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
を
会
議
に
出
席
さ
せ
て
意
見
を
述
べ

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

審
査
会
の
調
査
審
議
を
要
す
る
事
項
で
、
緊
急
を
要
す
る
た
め
会
議
を
招
集
す
る
暇
が
な
い
と
き
、

又
は
審
査
が
容
易
で
会
議
を
招
集
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会

議
に
出
席
す
べ
き
委
員
と
し
て
会
長
が
指
名
す
る
者
に
回
議
し
て
会
長
の
決
定
を
受
け
、
会
議
の
調

査
審
議
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

庶
務)

第
七
条

審
査
会
の
庶
務
は
、
総
務
部
職
員
厚
生
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

(

委
任)

第
八
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
審
査
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
号

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一

項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
に
関
す
る
告
示(

平
成
四
年
岐
阜
県

告
示
第
二
百
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日(

以
下｢

適
用
日｣

と
い
う
。)

以
後
の
期
間
に
係

る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
適
用
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に

係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額

及
び
適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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七

十

歳

以

上

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

三
、
九
五
〇
円

三
、
九
五
〇
円

四
、
六
八
三
円

五
、
八
一
一
円

六
、
四
七
九
円

六
、
八
六
一
円

六
、
七
四
一
円

六
、
五
二
七
円

六
、
一
一
二
円

一
二
、
九
三
五
円

一
四
、
三
七
六
円

一
九
、
八
一
六
円

二
三
、
一
七
一
円

二
四
、
九
九
五
円

二
四
、
四
五
五
円

二
一
、
九
一
一
円

一
八
、
五
三
五
円

一
六
、
一
三
〇
円

希
望
が
丘
学
園
長

岐
阜
地
域
総
括
監
が
所
管

す
る
所
属

指
名

年
月
日 地

区
安
全
衛
生
管
理
者(

希
望
が
丘
学
園
長
に
限
る
。)

が
所
管

す
る
所
属

岐
阜
市
、
羽
島
市
、
各
務
原
市
、
山
県
市
、
瑞
穂
市
、
本
巣
市
、

羽
島
郡
及
び
本
巣
郡
の
区
域
内
の
現
地
機
関(

岐
阜
地
域
福
祉
事

務
所
、
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
及
び
希
望
が
丘
学
園
を
除
く
。)

有
・
無

資
格
有
無

年
月
日

資
格
取
得

年
月
日

備
考

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
二
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程(

昭
和
五
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
三
章

職
員
保
健
審
査
会(

第
十
三
条
―
第
十
七
条)｣

を｢

第
三
章

削
除｣

に
改

め
る
。

第
五
条
第
三
号
中｢

振
興
局
長｣

の
下
に｢

、
岐
阜
地
域
総
括
監｣

を
加
え
、
同
条
第
四
号
中｢

振

興
局｣

を｢

総
務
部
職
員
厚
生
課
長
及
び
振
興
局｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中｢

及
び｣

を｢

、
希
望

が
丘
学
園
長｣

に
改
め
る
。

第
三
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

削
除

第
十
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で

削
除

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中｢

審
査
会｣

を｢

岐
阜
県
附
属
機
関
設
置
条
例(

平
成
二
十
五
年
岐
阜

県
条
例
第
一
号)

別
表
に
掲
げ
る
岐
阜
県
職
員
保
健
審
査
会｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
直
接
所
管
す
る
所
属
の
部
中｢

東
京
事
務
所
、
犀
川
管
理
事
務

所
並
び
に
岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
、
岐
阜
県
福
祉
・
農
業
会
館
及
び
岐
阜
県
シ
ン
ク
タ
ン
ク
庁
舎

内
の
現
地
機
関｣

を｢

岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
及
び
東
京
事
務
所｣

に
改
め
、
同
表
地
区
安
全
衛
生
管

理
者
が
所
管
す
る
所
属
の
部
振
興
局
長
が
所
管
す
る
所
属
の
項
中｢

第
一
条
第
三
項｣

を｢

第
一
条
第

二
項｣

に
改
め
、｢

(

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
直
接
所
管
す
る
所
属
、
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
及

び
希
望
が
丘
学
園
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
保
健
所
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
健
康
管
理
医
の
項
中｢

、
希
望
が
丘
学
園
及
び
身
体
障
害

者
更
生
相
談
所｣

を｢

及
び
地
区
安
全
衛
生
管
理
者(

岐
阜
地
域
総
括
監
に
限
る
。)

が
所
管
す
る
所

属｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢�

｣

を｢
印□
｣

に
、｢療

養
者

健
康
管
理
区
分
者
状
況
報
告
書
｣

を｢健
康
管
理
区

分
者
状
況
報
告
書
｣

に
、｢生

年
月
日
｣

を｢生
年
月
日

(年
齢
)
｣

に
改
め
る
。

｢
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備
考

有
・
無

有
・
無

有
・
無

年
月
日

年
月
日

年
月
日

別
記
第
六
号
様
式
中

｣

｢を

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 平成25年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �15
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平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


